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資料１

放射性物質分析・研究施設に係る
実施計画の変更認可申請について

（放射性物質分析・研究施設に係る補足説明）
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変更前 変更後

第３編（保安に係る補足説明）

記載なし

第３編（保安に係る補足説明）
5 放射性物質分析・研究施設に係る補足説明
5.1 放射性物質分析・研究施設における保安管理体制及び保安管理
について
5.1.1 放射性物質分析・研究施設における保安管理体制について

放射性物質分析・研究施設は，廃棄物を安全に処理・処分す
るための研究開発を目的に瓦礫等の性状を把握に資する分析・
試験を行う施設であり，国立研究開発法人日本原子力研究開発
機構（以下「JAEA」という）が運営する。一方，保安管理に
関しては，「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す
る法律」第64条の２に基づく特定原子力施設として東京電力の
統括管理のもとJAEAが実施する。

5.1.2 放射性物質分析・研究施設における保安管理について
放射性物質分析・研究施設の保安管理においては，東京電力

が実施計画を遵守するために必要な要求事項をJAEAに示し，
JAEAは要求事項を満足するための具体的な管理手順を定めて
運用する。また，緊急時の役割分担及び連絡体制をあらかじめ
明確にして緊急事態の拡大防止・収束に務める。
なお，東京電力はJAEAによる保安活動について管理手順の

確認や運用状況の定期的な確認、不適合管理の確認等を通じて
管理・監督する。

1. 実施計画Ⅲの変更（案）について

放射性物質分析・研究施設における保安管理体制及び保安管理について明記
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2020年11月16日

第85回監視評価検討会資料 一部修正

2. 放射性物質分析・研究施設の保安体制（1/2）

分析結果の第三者性の観点を踏まえ、JAEAの運営組織は東京電力HDと別組織とする
放射性物質分析・研究施設の設置・所有・運営は、十分な技術力を有するJAEAを主体とする
分析施設を特定原子力施設の一部として、東京電力HDが保安に関する統括管理を行う
本施設についての保安管理を確実に実施するため、両者の関係を取決め書で規定する

分析結果の第三者性の観点を踏まえ、JAEAの運営組織は東京電力HDと別組織とする
放射性物質分析・研究施設の設置・所有・運営は、十分な技術力を有するJAEAを主体とする
分析施設を特定原子力施設の一部として、東京電力HDが保安に関する統括管理を行う
本施設についての保安管理を確実に実施するため、両者の関係を取決め書で規定する

JAEAと東京電力HDは、第１棟の安全性並びに効率性を相互協力により確保するため覚書（2016年3月14日締結）
を交わし、放射性物質分析・研究施設に係る両者の基本的な役割分担、権利義務を以下の通り定めている。

〇〇GM〇〇GM

東京電力HD
1F所長

〇〇GM〇〇課長 〇〇課長

JAEA 東京電力ホールディングス株式会社

大熊分析・研究センター長

理事長

福島研究開発部門長

保安の監督を行う
ことを任務とする者

原子炉主任技術者

廃炉・汚染水対策最高責任者

社長

※）組織・役職名は、適宜見直す。

施設を設置・所有・運営（第三者性の確保）
するとともに、廃炉に必要な研究開発を実施

特定原子力施設として、保安に関する統括
管理を実施

実務レベルの報告・連絡・調整・相談
（マニュアルレベル）
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一次マニュアル
(Z-21)

一次マニュアル
(品証計画書)

ガイド類

三次マニュアル

二次マニュアル

保安管理ガイド類

分析・研究
施設統括管理
マニュアル
（仮称）

東京電力HD
マニュアル体系

JAEA
マニュアル体系

取決め書で規定

二次マニュアル

保安管理の実施に
関するマニュアル類

マニュアルで定める保安管理
に関する要求事項

・放射性廃棄物管理
・放射線管理
・施設管理
・緊急時の措置
・検査及び試験 等

東京電力は、保安管理に関する要求事項を「分析・研究施設統括管理マニュアル」として定める

JAEAは、当該マニュアルの要求事項に従い、具体的な手順をマニュアル等に定めて、保安管理を実施する

東京電力は、マニュアル・手順書に沿って保安活動を実施しているかエビデンスを定期的に確認する

JAEAは不適合事象について東京電力に報告し、東京電力は是正処置の計画や是正処置の実施について報告
をうけ確認する

ガイド類

三次マニュアル

制定・改訂する際は施行前に
東京電力の確認を受ける。

制定・改訂する際は施行
前にJAEAに通知する

・文書記録
・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾚﾋﾞｭｰ
・教育・訓練
・調達管理
・内部監査
・不適合管理
・水平展開

2．放射性物質分析・研究施設の保安体制（2/2） 2020年11月16日
第85回監視評価検討会資料 一部修正
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【放射性物質の分析・研究施設の設置及び運営に関する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構と東
京電力株式会社との基本的な協力についての覚書】に以下のことを取決めている
（協力の基本方針）
本施設の設置運営等はJAEAが事業主体として実施することを基本とする。ただし、本施設の設置運
営等のうち、特定原子力施設の一部として法令上要求される保安管理のために必要な措置（以下「
保安活動」という。）は、東京電力が特定原子力施設の設置者として統括管理するものとし、JAEA
は東京電力の統括管理の下、保安活動を実施し、互いに協力していくこととする。

【放射性物質分析・研究施設第1棟の建設・運転保守における保安管理に関する取決め書】に以下のこ
とを取決めている
（建設・運転保守における保安管理に関する協力の基本方針）
東京電力は、保安管理に関する具体的な要求事項をマニュアルとして定める。JAEAは、当該マニュ
アルの要求事項に従い、その具体的な手順を示したマニュアル等を定めて、保安管理を実施するも
のとする。

（緊急時の対応）
JAEAは、運転保守において、「福島第一原子力発電所運用時、事故・トラブル等発生時の通報基準
・公表方法」に定めた発電所施設運営に影響を与える事象が発生した場合は、定められた体制及び
連絡先に従い。直ちに連絡する。

【5.1.2 放射性物質分析・研究施設における保安管理について】

【5.1.1 放射性物質分析・研究施設における保安管理体制について】

3. 東京電力とJAEAの取り決め内容の概要について（1/2）
追加説明
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3. 東京電力とJAEAの取り決め内容の概要について（2/2）

【放射性物質分析・研究施設第1棟の建設・運転保守における保安管理に関する取決め書】に以下のこ
とを取決めている
（保安管理活動状況の確認）
東京電力は、当該施設の保安管理に係るJAEAのマニュアル・手順書類及びそれらに沿った活動のエ
ビデンスを定期的に確認するとともに、不適合が発生した場合には、必要に応じて臨時に確認する
ものとする。

JAEAは、すべての不適合を東京電力に報告することとする。また、JAEAは、不適合処置について
東京電力が不十分と認める場合は必要な措置を行うものとする。

【5.1.2 放射性物質分析・研究施設における保安管理について】

追加説明
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4．JAEAの保安活動に関する東京電力の統括管理の実施内容について

JAEAの保安活動が実施計画の要求事項を満足していることを東京電力が管理・監督す
ること

① 【手順の整備】
実施計画の要求事項について満足できるようにJAEAがマニュアルを整備しているか
運用開始前及び改訂時に東京電力のマニュアル主管箇所が内容を確認する。
⇒ P7参照

② 【保安活動の定期的な確認】
JAEAの保安活動が定められたマニュアルに基づいて実施されているか定期的に確認
する。⇒ P9参照

③ 【不適合管理】
JAEAで不適合事象発生の都度、東京電力は報告を受け、不適合について確認し是正
処置内容の確認及び是正処置の実施までを管理する
⇒ P10参照
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＜制定時＞
JAEAは、実施計画の要求事項について満足できるようにマニュアルを整備する
実施計画の要求事項に対するマニュアル関係性については下表のとおり。JAEAマニュアルについて
は現在マニュアル主管箇所及び関係箇所にて確認中（8月中）

＜改訂時＞
JAEAは、各マニュアルについて毎年レビューする。レビューにより各マニュアルを改訂する場合は
制定時と同じく東電のマニュアル主管箇所の確認受ける

章 項目 東電マニュアルで遵守を要求しているマニュアル ＪＡＥＡマニュアル

第4章
/
第９
章

運転管理/
緊急時の措置

地震後の対応マニュアル 地震対応要領

防火管理マニュアル 防火管理要領

第6章 放射性廃棄物管理 放射性廃棄物管理基本マニュアル 放射性廃棄物管理要領

第7章 放射線管理 放射線管理基本マニュアル 放射線管理要領

第8章 施設管理 検査及び試験基本マニュアル 検査管理要領

施設管理 施設管理マニュアル 施設管理要領

4.1.1 保安管理に係るマニュアルの整備について
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4.1.2 緊急時の連絡体制について

事故発見者

東電救急医療室

消防署 119

警察署 110

JAEA大熊分析
・研究センター緊

急連絡

火災等

不法行為

傷病

連絡責任者

東電復旧班長

原子力規制委員会
福島県知事
大熊町長

等 双葉町長 等
東電通報連絡

JAEA 東電

被ばく

汚染
主な事象

必要に応じて
関係各所に連絡

放射性物質の
漏えい

現場についてはJAEAが対応するため東京電力とJAEAの間で連絡体制は以下のとおり定める
東京電力は「１F通報基準・公表方法」に基づき通報する
１F構内で避難指示がある場合は東京電力から施設管理棟及び第1棟に構内放送にて連絡する

一部変更
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当該施設の保安管理に係るJAEAのマニュアル、手順書およびそれらに沿った活動のエビデン
スを定期的に確認する
⇒ 2022年8月（分析施設運用開始前）に、当該施設に係る保安活動の監査を実施し確認
する。その後も３年毎に確認する。なお、重大な不適合発生した場合は臨時監査を実施する
（今回は保安活動の実績がないため、手順書の整備状況について確認する）

定期的に現場巡視や保安管理に関する会議に参加し当該施設の状況について把握する
⇒ 現在建設段階で実施している当社とJAEAの合同の安全パトロールについて引続き実施し、
現場状況について把握し、問題点があったら改善する

4.2 JAEAの保安活動の定期的な確認について
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JAEAは発生した不適合事象を東京電力に報告するとともに、原因調査し是正処置につ
いて検討する
東京電力はJAEAから是正処置計画及び是正処置結果について報告をうけ確認する

4.3 不適合管理について

JAEA 東京電力

事象・発生 不適合確認

是正処置検討 確認

報告

一時処置

是正処置計画報告

是正処置実施 確認
是正処置結果報告

追加検討指示
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5．第１棟の今後スケジュール

第１棟は6月24日に竣工
⇒ 現在はコールド試験(試験運転・分析準備(管理区域等設定準備)を実施中

保安活動に係る監査は8月3,4日に実施予定
2022年9月に管理区域等を設定

⇒ その後、放射性物質を用いた分析作業(分析法の妥当性確認/研究開発による分析を含む)を開始

第１棟は6月24日に竣工
⇒ 現在はコールド試験(試験運転・分析準備(管理区域等設定準備)を実施中

保安活動に係る監査は8月3,4日に実施予定
2022年9月に管理区域等を設定

⇒ その後、放射性物質を用いた分析作業(分析法の妥当性確認/研究開発による分析を含む)を開始

項目
2022 2023

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

JAEA第１棟全体工程

マニュアル整備

立入制限区域柵関連工事

コールド試験
(試験運用・分析準備）

放射性物質を用いた分析作業

▽6/24 竣工

▽管理区域設定

・換気空調設備等の試験運用
・現場での分析フローの確認
・分析マニュアルの更新等

・標準RIを用いた分析関連作業
・実試料を用いた分析法の妥当性確認
・研究開発による分析

▽8月3-4日 監査

第1棟建設工事
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6.1 線量管理及び汚染管理について

第1棟

第1棟退域

管理対象区域からの退域時
：汚染検査

【エントランス】
管理対象区域からの退域時
（非管理区域入域時）

：汚染検査

【汚染検査室】
管理区域からの退域時

：汚染検査

第1棟入域

１．線量管理
• JAEAは個人線量計を用意し線量管理を行
う

• 毎月線量評価し、東京電力に報告する。
なお，APDについては東京電力から貸与す
る

２．汚染管理
• 第1棟入域時は、第1棟エントランスにて
、管理対象区域からの退域時（非管理区域
入域時）に汚染検査を行う

• 第1棟退域時は、第1棟汚染検査室にて、
管理区域からの退域時に汚染検査を行う

• 管理対象区域からの退域時に出入管理箇所
においても汚染検査を行う

第1棟
管理区域

第1棟非管理区域

入域時：
APD装着、個人線量計装着出入管理箇所

（東京電力）

１Ｆ管理対象区域

追加説明
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6.2 放射性気体廃棄物の管理について

放射性気体廃棄物については、実施計画４２条の２ 表４２の２－１に定める頻度で東京電力が測
定する
測定結果について東京電力にて確認しＪＡＥＡに通知する

追加説明

【実施計画４２条の２ 表４２の２－１（抜粋）】
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6.3 液体状及び固体状の廃棄物管理について

液体状の廃棄物及び固体状の廃棄物については、JAEAが第１棟内で一時保管する
東京電力は廃棄物を都度受け取る。液体状の廃棄物については、滞留水に移送し、固体状の廃棄物
ついては、一時保管エリアに運搬する
廃棄物に係る取り合いについては以下のとおり

ＪＡＥＡ 東京電力 ＪＡＥＡ 東京電力
【液体状の廃棄物】 【固体状の廃棄物】

廃液受槽

項目 区分
JAEA 東電

廃棄物の分別 ○

廃棄物容器への収納 ○
輸送車両への容器詰込 ○
輸送 ○

取合い条件

項目 区分
JAEA 東電

廃液受槽 ○

輸送車両への送液 ○
輸送 ○

取合い条件

廃棄物容器

輸送車両 輸送車両

固体廃棄物払出準備室液体廃棄物一時貯留室

追加説明



2022年8月5日

高性能多核種除去設備の使用前検査受検に伴う
実施計画の変更に関する補足説明資料

東京電力ホールディングス株式会社



11１．実施計画変更申請の目的

＜目的＞
◼ 高性能多核種除去設備（高性能ALPS）について、確認試験（ホット試験）を実施

し使用前検査のうち性能確認を受検するための準備が出来たことから、実施計画の
記載変更を行う。



22２．実施計画変更申請の経緯

＜経緯＞
◼ 日々発生する汚染水に対して処理量や調整のし易さの観点等から，これまでは増

設ALPS・既設ALPSを稼働させ，高性能ALPSは待機としてきた。
◼ 2015年度に実施した性能確認運転から長期間経過しており，今後の処理途上水

の二次処理等に向けて増設ALPS・既設ALPSに加え，高性能ALPSを含めた最適な
設備運用を行うため，2021年11月より高性能ALPSの稼働準備を進めている。

◼ 高性能ALPSの系統運用改善ならびに吸着塔配置に関するデータ拡充を試みるた
め，一部の吸着塔配置を変更した上で2022年2月に除去処理性能の確認を行った
が，処理水が告示濃度比総和１（主要7核種評価）を上回ったことを受け，2015
年度当時に告示濃度比総和１未満となることを確認した吸着塔構成に変更するこ
ととした。

◼ 吸着塔構成変更後，2022年5月17日・18日の高性能ALPS処理運転において，運
転状態が良好であることの確認ならびに分析試料の採水を行っており，処理済水
が告示濃度比総和１（主要7核種評価）を下回ることを確認した。なお，処理済
水の62核種※の分析について実施中。
※：62核種に加え，炭素14とトリチウムについても分析を実施する。
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実施計画Ⅱ記載箇所 変更内容

基本
設計

2.16.3.1 基本設計
2.16.3.1.1 設置の目的
高性能ALPSの確認試験結果について記載変更

基本
仕様

2.16.3.2 基本仕様

2.16.3.2.1 系統仕様
処理容量の記載変更

添付資料－９の追記

添付

添付資料－６
工事工程表

工事工程表を更新

添付資料－８
高性能多核種除去設備に係る確認事項

表１３に除去性能確認に関する記載を追加

添付資料－９
高性能多核種除去設備の確認試験結果について

新規作成

３．実施計画の変更内容の概要

第Ⅱ章 特定原子力施設の設計，設備
2.16.1 多核種除去設備
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変更前 変更後
2.16.3 高性能多核種除去設備
2.16.3.1 基本設計
2.16.3.1.1 設置の目的

高性能多核種除去設備は，『2.5 汚染水処理設備等』で処理した液体状
の放射性物質の処理を早期に完了させる目的から設置するものとし，汚染
水処理設備の処理済水に含まれる放射性物質（トリチウムを除く）を十分
低い濃度になるまで除去することを計画している。（以下，「本格運転」
という。）

本格運転では，処理済水に含まれる放射性核種（トリチウムを除く）を
『実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則の規定に基づく線量限度
等を定める告示』に定める周辺監視区域外の水中の濃度限度（以下，「告
示濃度限度」という。）を下回る濃度まで低減することを目的としている。
このことから，高性能多核種除去設備の性能について，確認試験を確認す
る試験（以下，「確認試験」という。）を行うとともに，目的としている
性能が十分に確認できない場合は，必要に応じて対策を講じる。また，確
認試験に使用する設備の仕様は本格運転と同じとする。

2.16.3 高性能多核種除去設備
2.16.3.1 基本設計
2.16.3.1.1 設置の目的

高性能多核種除去設備は，『2.5 汚染水処理設備等』で処理した液体状
の放射性物質の処理を早期に完了させる目的から設置するものとし，汚染
水処理設備の処理済水に含まれる放射性物質（トリチウムを除く）を十分
低い濃度になるまで除去することを計画している。（以下，「本格運転」
という。）

本格運転では，処理済水に含まれる放射性核種（トリチウムを除く）を
『実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則の規定に基づく線量限度
等を定める告示』に定める周辺監視区域外の水中の濃度限度（以下，「告
示濃度限度」という。）を下回る濃度まで低減する。

なお，高性能多核種除去設備の性能を確認する試験（以下，「確認試
験」という。）において，高性能多核種除去設備が上記性能を有する設備
であることについて確認した。

◼ 変更理由：高性能ALPSの確認試験結果について記載変更
（既設／増設ALPSと同様の記載）

４．実施計画の変更内容について
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◼ 変更理由：本文記載の処理容量を実際の運用流量に合わせて変更

5

変更前 変更後
2.16.3.2 基本仕様

2.16.3.2.1 系統仕様
(1) 高性能多核種除去設備

処理方式 フィルタ方式＋吸着材方式
処理容量 500m3/日※

※ 構内に貯留しているRO 濃縮塩水を早期に処理するため，運用上可能な
範囲（最大で1.6 倍程度）において処理量を増加して運転する。

2.16.3.2 基本仕様
2.16.3.2.1 系統仕様
(1) 高性能多核種除去設備

処理方式 フィルタ方式＋吸着材方式
処理容量 400m3/日

４．実施計画の変更内容について
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◼ 変更理由：添付資料－９の追記

6

変更前 変更後
2.16.3.3 添付資料

添付資料－１： 全体概要図及び系統構成図
添付資料－２： 高性能多核種除去設備基礎の構造強度に関する

検討結果
添付資料－３： 高性能多核種除去設備の耐震性に関する説明書
添付資料－４： 高性能多核種除去設備の強度に関する説明書
添付資料－５： 流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えい防止に

関する計算書
添付資料－６： 工事工程表
添付資料－７： 高性能多核種除去設備の具体的な安全確保策
添付資料－８： 高性能多核種除去設備に係る確認事項

2.16.3.3 添付資料
添付資料－１： 全体概要図及び系統構成図
添付資料－２： 高性能多核種除去設備基礎の構造強度に関する

検討結果
添付資料－３： 高性能多核種除去設備の耐震性に関する説明書
添付資料－４： 高性能多核種除去設備の強度に関する説明書
添付資料－５： 流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えい防止に

関する計算書
添付資料－６： 工事工程表
添付資料－７： 高性能多核種除去設備の具体的な安全確保策
添付資料－８： 高性能多核種除去設備に係る確認事項
添付資料－９： 高性能多核種除去設備の確認試験結果について

４．実施計画の変更内容について
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◼ 変更理由：添付資料－６の工事工程表を更新

7

変更前 変更後

添付資料－６

： 現地据付
① ： 構造，強度又は漏えいに係る試験をすることができる状態になった時
③ ： 原子炉施設の工事の計画に係る工事が完了した時

添付資料－６

： 現地据付
① ： 構造，強度又は漏えいに係る試験をすることができる状態になった時
③ ： 原子炉施設の工事の計画に係る工事が完了した時

工事工程表 工事工程表

４．実施計画の変更内容について
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◼ 変更理由：添付資料－８，表－１３に除去性能確認に関する記載を追加
（既設／増設ALPSと同様の記載）

8

変更前 変更後

添付資料－８ 添付資料－８

表－１３ 確認事項（高性能多核種除去設備）

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準

性能
運転性能
確認

実施計画に記載の容
量が通水可能である
ことを確認する。

実施計画に記載した容量
を通水することが可能で
あり、設備からの異音，
異臭，振動等の異常がな
いこと。

表－１３ 確認事項（高性能多核種除去設備）

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準

性能

運転性能
確認

実施計画に記載の容
量が通水可能である
ことを確認する。

実施計画に記載した容
量を通水することが可
能であり、設備からの
異音，異臭，振動等の
異常がないこと。

除去性能

処理済水に含まれる
放射性核種（トリチ
ウムを除く）につい
て，除去対象とする
62核種の放射能濃度
を確認する。

『東京電力株式会社福
島第一原子力発電所原
子炉施設の保安及び特
定核燃料物質の防護に
関して必要な事項を定
める告示』に定める周
辺監視区域外の水中の
濃度限度未満であるこ
と。

４．実施計画の変更内容について



9

◼ 変更理由：添付資料－９にALPSの確認試験結果を追記
（既設／増設ALPSと同様の記載）

9

新規追加

添付資料－９

高性能多核種除去設備の確認試験結果について

高性能多核種除去設備は，汚染水処理設備の処理済水に含まれる放射性核種（トリチウムを除く）を『東京電力
株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関して必要な事項を定める告示』に
定める周辺監視区域外の水中の濃度限度（以下，「告示濃度限度」という。）を下回る濃度まで低減することを目
的として設置した。
系統流量などの運転状態に関する使用前検査を実施後，平成26年10月より，高性能多核種除去設備の性能を確認

する確認試験（ホット試験）を実施し，その後のホット試験において上記性能について確認してきた。
これまでのホット試験において，高性能多核種除去設備で使用する各吸着材が，一定の使用期間を経ても，上記

性能を有する設備であることを確認した。
以上

４．実施計画の変更内容について
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５．2022年5月の処理運転における分析結果

処理対象水
分析結果

処理済水
分析結果 ＜参考＞

対象核種 5月18日採水 5月18日採水 告示濃度限度

Cs-137 3.72E+03 4.44E-01 9.00E+01

Cs-134 1.11E+02 ＜3.19E-01 6.00E+01

Co-60 6.37E+01 5.02E-01 2.00E+02

Sb-125 3.05E+03 1.11E+00 8.00E+02

Ru-106 ＜2.78E+01 ＜1.24E+00 1.00E+02

Sr-90 1.85E+04 ＜2.53E-01 3.00E+01

I-129 3.30E+01 3.20E-01 9.00E+00

告示濃度比総和
（主要７核種）

0.071

◼ 高性能ALPSの本格運転に向けて、対策後の5月17,18日に処理運転を実施。

出口にて主要7核種で告示濃度比総和1未満を確認

[単位：Bq/L]
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６．処理容量の変更

◼ 高性能ALPSの処理容量は、以下の理由から500m3/日⇒400m3/日に変更す
る。
✓ 至近の汚染水発生量（約130m3/日）と比較し500m3/日の処理容量は過大

であること。
✓ 処理容量を減らすことで除去性能の持続時間の向上が期待できること。
✓ これまでの運用にて、処理容量400m3/日での運転実績を多く有しているこ

と。
✓ なお、高性能ALPSは流量調整弁により容量を制御しているが、調整可能な

流量には下限値があることから400m3/日としている。



1212７．スケジュール

2021年度 2022年度

※：62核種に加え，炭素14と
トリチウムも分析を実施

調整運転

2/8～2/14

対応策検討

吸着塔
構成変更

調整運転
4月27日

処理運転
5月17,18日

実施計画変更申請

62核種分析※

処理運転

使用前検査

62核種分析※

現在



1313＜参考＞吸着塔配置の見直し ※2022年3月31日公開資料より

2015年度当時の
吸着塔配置

告示濃度比総和1未満の
除去処理性能確認

今回の
吸着塔配置

供給タンク ﾌｨﾙﾀﾕﾆｯﾄ
Cs/Sr

同時吸着
Cs/Sr

同時吸着
Cs/Sr

同時吸着

Cs/Sr
同時吸着

Cs/Sr
同時吸着

Cs/Sr
同時吸着

Cs/Sr
同時吸着

水酸化鉄
ｷﾚｰﾄ
樹脂

ｷﾚｰﾄ
樹脂

ｷﾚｰﾄ
樹脂

pH緩衝塔 pH緩衝塔

Sb Sb 銀ｾﾞｵﾗｲﾄ 水酸化鉄
Cs/Sr

同時吸着

処理水タンク

供給タンク ﾌｨﾙﾀﾕﾆｯﾄ

処理水タンク
Cs/Sr

同時吸着
Cs/Sr

同時吸着
Cs/Sr

同時吸着
ｷﾚｰﾄ
樹脂

ｷﾚｰﾄ
樹脂

ｷﾚｰﾄ
樹脂

pH緩衝塔 pH緩衝塔

重金属 重金属

重金属 重金属

Sb Sb Sb 銀ｾﾞｵﾗｲﾄ
Cs/Sr

同時吸着
水酸化鉄 水酸化鉄

Cs/Sr
同時吸着

Cs/Sr
同時吸着

Cs/Sr
同時吸着

バイパス

バイパス バイパス バイパス

バイパス

バイパス

⚫ 2015年度，除去処理性能達成当時の吸着塔構成に対し，今回，更なる系統運用
の改善を志向して，水酸化鉄塔・重金属塔などの配置を変更



淡水化処理ＲＯ膜装置雨水ＲＯ濃縮水移送ライン
の設置中止

東京電力ホールディングス株式会社

2022年8月5日
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１．経緯

2019/7月 ：実施計画認可（下記記載内容追記。）

設備の設置完了時期
雨水ＲＯ濃縮水移送ライン 2020 年度中※1
※１ 淡水化処理ＲＯ膜装置雨水受入タンクから雨水ＲＯ濃縮水受入タンクまでの雨水ＲＯ
濃縮水移送ラインについては，配管布設距離が非常に長く，新設タンクエリア設置等の多く
の工事と干渉するので，設置時期が2020 年度中となる。また，先行運用範囲外のモバイル
ＲＯ膜装置雨水受入タンクから雨水ＲＯ濃縮水受入タンクまでの雨水ＲＯ濃縮水移送ライン
の設置時期は，2018 年度に設置完了している。

2020/3月 ：モバイルRO膜装置の使用前検査合格証発行
2020/10月：淡水化RO膜装置の運用休止
2020/11月：モバイルRO膜装置のみの運用

2020年11月より、モバイルRO膜装置のみの運用を開始しており、雨水発生量に対して、
十分な処理能力があることを確認した。

その為、淡水化RO膜装置側の雨水RO濃縮水移送ラインの設置を中止としたい。

しかし、淡水化RO雨水受入タンク・処理水タンク（フランジ型）については、豪雨時のバッ
クアップとして当面の間、使用を継続する。今後、モバイルRO膜装置の運用状況を踏まえ解
体等については、検討を進めていく。

再掲



2
２．設備概要

黒字：堰内雨水移送ライン
赤字：モバイルＲＯ膜装置移送ライン
青字：淡水化ＲＯ膜装置移送ライン

ＲＯ濃縮水(プロセス建屋)

汚染水タンク
堰内雨水

構内散水

構内散水

P 雨水回収タンク
溶接型:9基

構内散水

雨水回収タンク
フランジ型:9基

中継タンク
溶接型:5基

受入タンク
フランジ型:2基

処理水タンク
フランジ型:3基

受入タンク
溶接型: 2基

処理水タンク
溶接型:3基

受入タンク
フランジ型:2基

処理水タンク
フランジ型:3基

P

構内散水

構内散水 Ｄエリアタンクへ
（ＡＬＰＳ処理）

ＲＯ濃縮水移送ライン

淡水化ＲＯ膜装置
4台

モバイルＲＯ膜装置
5台

雨水処理設備の方針
• モバイルRO膜ユニット ２台⇒３台運転可能（2020.11）モバイル側のみによる処理を実現。

従来運転（最大出力）
モバイルRO膜装置：2台
淡水化RO膜装置：２台

43,200m3／年

現在の運用
モバイルRO膜装置：3台
淡水化RO膜装置：休止

43,632m3／年
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３．モバイルRO膜装置における雨水処理量
今後発生する堰内雨水量

堰内雨水の想定量について、タンクエリア毎の堰内貯留可能面積・雨水カバー設置状況を考慮
し算出した結果、2022年度に発生する堰内雨水の想定量は約32,300m3である。
2023年度以降についても同様の雨水量であると想定している。

モバイルRO膜装置の雨水処理量
モバイルRO膜装置(A)~(E)号機の雨水処理量
について、(A)/(B)号機1台当たり7.5m3/h
(C)/(D)/(E)号機１台当たり10.1m3/hであり、
使用する号機によって雨水処理量は異なるため、
以下に各運転パターンを算出した結果、堰内
雨水の想定量約32,300m3を十分処理可能である
事を確認した。
(雨水処理量：6時間／日，20日／月で算出）

運転パターン 雨水処理量

(A)/(B)/(D) 36,144m3/年
最小(min)(A)/(B)/(E)

(A)/(C)/(D)

39,888m3/年

(A)/(C)/(E)

(B)/(C)/(D)

(B)/(C)/(E)

(A)/(D)/(E)

(B)/(D)/(E)

(C)/(D)/(E)
43,632m3/年
最大(max)

再掲
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【参考】タンク堰内雨水の想定量（2022年）について

【2022年堰内雨水年間総定量】タンク堰内雨水年間想定量約32,300m3／年

※１過去3年間（2018年～2020年）の月平均降雨量の実績 国土交通省 気象庁ホームページ（浪江実績）より引用

過去3年間の月
平均降雨量の実績 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

計
（m3／
年）

月間降水量※１
（mm/月）

107 116 123 216 91 176 298 25 15 84 12 118 －

RO処理が必要な
想定量（m3/月） 700 700 900 1,600 700 1,600 2,400 200 100 700 100 800 10,500

直接散水可能な
想定量（m3/月） 1,700 1,800 2,000 3,400 1,400 2,800 4,700 400 200 1,300 200 1,900 21,800

合計（m3/月） 2,400 2,500 2,900 5,000 2,100 4,400 7,100 600 300 2,000 300 2,700 32,300

堰内想定量の算出について
タンク建設・解体状況及び雨水カバー設置の有無を踏まえ、各タンクエリア面積に平均降雨量実績を乗じて算出
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【参考】敷地境界線量への影響及び、廃棄物発生量について

敷地境界線量への影響について
添付資料－４ 雨水処理設備等の具体的な安全確保策 1.(3)放射線遮へい
・被ばく低減に対する考慮評価に於いて、当該配管は敷地境界線量評価対象
外としていることから敷地境界線量評価に変更はない。

廃棄物発生量の評価について
参考資料－１ 放射性固体廃棄物発生量に関する評価、放射性液体廃棄物発
生量に関する評価に於いて、処理する雨水の量「42,000m3」に対し、至近
の想定量「32,300m3」が下回るため、想定される廃棄物発生量を超えない
ことから本評価に変更はない。


